大阪総合保育大学・大阪城南女子短期大学リポジトリ　登録申請・公開許諾書（学位論文）

　　　年　　　月　　　日
大阪総合保育大学・大阪城南女子短期大学附属図書館長　殿

下記の著作物について「大阪総合保育大学・大阪城南女子短期大学リポジトリ運用指針」に同意し、
大阪総合保育大学・大阪城南女子短期大学リポジトリへの登録を申請し、公開を許諾します。

	（フリガナ）
氏名
ローマ字
所　　　属
	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【学生証番号】

	連絡先
	E-mail:
	Tel:

	種　　　別
	□ 課程博士　　 　□ 論文博士

	
論文
タイトル
	和文

	
	英文

	キーワード
	①
	②
	③

	
	④
	⑤
	

	


著作権
	他の著作権者へ事前に承認を得る必要があります。以下、承認を得た項目をチェックしてください。
□ 他の著作権者はいない
－
□ 本人以外の著作権者（学会・出版社等） [				]
□ 本文引用の図版・写真　[						]
□ その他　[							]


	





公　　　開
	全文公開（原則）です。本学研究科教授会で承認後、速やかに公開されます。

●本学研究科教授会において認められたやむを得ない事由（裏面参照）により、特例公開(□一部除外・
□要約・□書誌情報)を希望する場合、事由を以下に記入し、全文公開日を指定する。
事由：    



                                                                                                   公開可能日（授与日より最長３年以内を指定）：
[　　　　　　　　　　　　年 　　　 　　月　　　　　　 日 より全文公開 ]


	
指導教員の
確認
	　　
教員氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※自著）



＜個人情報の取り扱いについて：許諾書に記載いただいた事項は、目的以外の用途には使用いたしません＞

図書館記入欄
	学位授与日
	学位記番号
	学位種別
	申請書受付日
	委員会承認日
	公開・報告日

	　　　年
月　　日
	甲　/　乙
第　　　　　号
	博士
(　　　　　　)
	　　　年
月　　日
	　　　年
月　　日
	　　　年
月　　日


博士論文のインターネット公開に関する「やむを得ない事由」


[bookmark: _GoBack]下記の理由によって全文公表の義務が免じられるのは、研究科の定める⼀定期間（学位授与日から最長３年）の範囲内に限られます。



■ 博士論文に使用している他者の著作物（図表等）について、インターネット公表に対する著作権者からの許諾が得られていない。

■ 博士論文の全部または⼀部がすでに学術雑誌等に掲載済みであり、契約内容により、インターネット公表に対する許諾が得られていない。

■ 博士論文の全部または⼀部がすでに図書等として出版されており、契約内容により、インターネット公表に対する許諾が得られていない。

■ 博士論文の全部または⼀部について、すでに出版契約がされており、契約内容により、インターネット公表に対する許諾が得られていない。

■ 博士論文の全部または⼀部が、単行本もしくは雑誌掲載等の形で刊行される予定である。

■ その他、特別な事由がある一定の期間、インターネットによる公表ができない場合。


※期間を過ぎれば、他の理由がない限り、自動的に全文が公表されることになります。

